
■2025 夏期講習会 受講規定 

1. 事業者氏名 

株式会社リカケン 
愛知県一宮市本町三丁目 10-15 三栄本町ビル 5F 
電話 080-7249-4177 

代表取締役 丹羽 将司 
2. 役務の内容 

(1) 役務の種類 

小学生，中学生を対象にした学習プログラムの実施 
(2) 役務提供の形態または方法 

一斉指導または個別指導 

(3) 役務を提供する時間数 
ホームページおよび申込フォーム記載の内容に準じます。 

3. 役務の対価 

ホームページおよび申込フォームに記載をいたします。 
4. 関連商品 

(1) プログラム受講にあたり，そのプログラム内容に応じた材料，テキスト，キット等を別途購入する必要があります。 

(2) それぞれの価額については，ホームページに表記いたします。 
5. 用語の定義 

(1) 本規約において「甲」とは，本教室の受講を申し込んだ受講生（またはその保護者を含む）を指し，「乙」とは，当該教室（以下「本教室」という）の

運営者を指すものとします。 
(2) 役務の対価を「授業料」と定義します。 
(3) プログラム実施のために購入が必要となる物品である，材料費，キット代，テキスト代等を「教材費」と定義します。 

(4) 「授業料」と「教材費」を合算したものを「受講料」と定義します。 
6. 役務の提供期間 

2025 年 7 月 21 日から 8 月 31 日までの期間中で，本教室が設定する日程のうち，受講を希望する日程。 

7. 受講申込・契約の成立時期 
(1) 申込フォームの送信を持ちまして受講申込・契約成立，および本受講規定の内容にご同意を得たものとみなさせていただきます。 
(2) 期日までに受講料納入の確認が取れない場合，受講申込・契約を解除します。 

8. 受講料の支払時期，方法 
(1) 申込フォームを受理した後に発行する「受講料明細」に記載いたします。 
(2) 自動振替口座手続きが完了している場合は，自動振替にてご納入いただきます。 

(3) 自動振替口座手続きが完了していない場合，現金または振込にてご納入ください。振込手数料はご負担ください。 
9. クーリング・オフに関する事項 

(1) 申込成立日から数えて 8 日間以内であれば，書面により契約の解除（クーリング・オフ）をすることができます。 

(2) (1)に記す契約の解除は，受講申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。 
(3) (1)及び(2)に記す契約の解除があった場合，本教室が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは，受講申込・契約者はその

関連商品販売契約についても解除することができます。 

(4) (3)に記す契約の解除は，受講申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。 
(5) (1)に記す契約の解除については，手数料は不要とし，受講申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に

引き渡された関連商品の引取りに要する費用，提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又

は全部を支払っている場合は，速やかにその全額の返還を受けることができます。 
10. 中途解約，返金に関する事項 

(1) クーリング・オフ期間経過後においても，中途解約することができます。ただし，場合に応じ，以下に定める解約損料を差し引いた額を返金いたし

ます。 
A) 契約の解除が役務提供開始前である場合 

・授業料の 50% 手数料 1,000 円(税抜)，および教材費 

B) 契約の解除が役務提供開始後である場合 
・未実施プログラム分の授業料の 80%，手数料 1,000 円(税抜)，および教材費 

(2) 教材については，ご要望がある場合，お渡しします。なお，使用する教材の郵送を希望する場合 1,000 円(税抜)が別途必要となります。 

(3) 本教室の事情・変更等に基づく中途解約にあたっては，全額返金いたします。 
(4) 返金は現金またはご指定口座への振込で返金いたします。振込をご希望の場合，事務手数料 1,000 円(税抜)が別途必要となります。 

11. 振替授業の実施について 

(1) 振替授業は，甲の公的行事への参加，病気，冠婚葬祭による欠席が，甲の授業欠席日当日中に，理由とともに，本教室まで連絡があった場合
のみ実施いたします。また，甲は，乙が要望した場合，欠席理由を証明する書類等を乙に対して提出するものとし，提出が乙の指定する日時ま
でに行われない場合，私的な用事(乙ではない学習指導サービスへの参加，イベント，旅行，キャンプ等，乙が私的な用事とみなすもの)とみなさ

れます。 
(2) 同一プログラムを期間中に複数回実施する場合，他クラスで振替授業を実施します。振替を希望されるクラスが満席および役務期間外の場合，

振替することができません。 

(3) 振替授業の実施は契約者のみになります。他者へのつけかえはできません。 
(4) (1)および(2)において，振替授業の実施ができないと本教室で判断した場合，(10.中途解約に関する事項（１）A)に相当する返金をいたします。 
(5) 無連絡，私的な用事による欠席の場合，振替および返金は実施致しません。 

12. 休講について 
(1) 授業開始 2 時間前に名古屋地方気象台より，特別警報，または大雨，洪水，大雪，暴風，暴風雪警報が発令されている場合は，危険防止のた

めに学習指導サービスを休講とさせていただきます。また，発令されていない場合においても，危険が予測される場合，休講とさせていただく場

合があります。 
(2) (1)，または自然災害発生時など教室に原因のない理由で休講となった場合，(11.振替授業の実施について) に基づき，対応いたします。 
(3) 講師の病欠など，教室に原因のある理由で休講になった場合，(11.振替授業の実施について)に基づき，対応いたします。 

(4) (2)において，振替授業の実施ができない場合，(10.中途解約に関する事項（１）A)が適用され，現金またはご指定口座への振込にて返金いたし
ます。振込をご希望の場合，事務手数料 1,000 円(税抜)が別途必要となります。 

13. 個人情報保護 

本契約に際し，入手した個人情報は，役務を提供する目的にのみ使用するものとし，第三者への提供は行いません。 
14. 紛争の解決 

(1) 本規定の内容について疑義が生じた場合，その他本規定に関して争いが生じた場合は，両者協議の上，解決するものとします。 

(2) 本規定に定めのない事項については，民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。 
以上 

本書面の内容を十分にお読みください。 


